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議事日程 

         諸般の報告 

      第１ 議席の一部変更 

      第２ 会議録署名議員の指名 

      第３ 会期の決定 

      第４ 議第８２号 

         （専決処分につき承認を求めることについて（平成２６年度野洲市一

般会計補正予算（第３号）） 

          提案理由説明、質疑、討論、採決 

      第５ 議第８３号から議第１１７号まで一括上程 

         （平成２６年度野洲市一般会計補正予算（第４号） 他３４件） 

          提案理由説明 

市長提出議案 

      議第 ８２号 専決処分につき承認を求めることについて（平成２６年度野

洲市一般会計補正予算（第３号）） 

      議第 ８３号 平成２６年度野洲市一般会計補正予算（第４号） 

      議第 ８４号 平成２６年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号） 

      議第 ８５号 平成２６年度野洲市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） 

      議第 ８６号 平成２６年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

      議第 ８７号 平成２６年度野洲市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

      議第 ８８号 平成２６年度野洲市工業団地等整備事業特別会計補正予算 

             （第１号） 

      議第 ８９号 平成２６年度野洲市水道事業会計補正予算（第２号） 

      議第 ９０号 野洲市債権管理条例 

      議第 ９１号 野洲市風致地区内における建築等の規制に関する条例 

      議第 ９２号 野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例等の一部を改正す

る条例 

      議第 ９３号 野洲市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
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      議第 ９４号 野洲市長期継続契約を締結することができる契約を定める条

例の一部を改正する条例 

      議第 ９５号 野洲市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

      議第 ９６号 野洲市地域ふれあい公園条例の一部を改正する条例 

      議第 ９７号 野洲市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

      議第 ９８号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（比江老

人憩の家） 

      議第 ９９号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（木部老

人憩の家） 

      議第１００号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（井口老

人憩の家） 

      議第１０１号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（吉川老

人憩の家） 

      議第１０２号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（西河原

老人憩の家） 

      議第１０３号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野田老

人憩の家） 

      議第１０４号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（安治老

人憩の家） 

      議第１０５号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（比留田

老人憩の家） 

      議第１０６号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（六条老

人憩の家） 

      議第１０７号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（八夫老

人憩の家） 

      議第１０８号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（北比江

老人憩の家） 

      議第１０９号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（北比江

農機具保管庫ほか） 

      議第１１０号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市
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三上集楽センター） 

      議第１１１号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市

大型共同作業所） 

      議第１１２号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（菖蒲漁

港ほか） 

      議第１１３号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市

シルバーワークプラザ中主ほか） 

      議第１１４号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（野洲市

野洲川河川公園） 

      議第１１５号 財産の譲与について 

      議第１１６号 字の区域及び名称の変更について 

      議第１１７号 市道路線の認定及び廃止について 

 

開議       午前９時００分 

議事の経過 

（開会） 

○議長（河野 司君） （午前９時００分） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから平成２６年第６回野洲市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を行います。 

 出席議員は、２０人全員であります。 

 次に、本日の議事日程は既に配付いたしました議事日程のとおりであります。 

 また、本定例会に説明員として出席通知のあった者の職氏名は、お手元の文書のとおり

ありますので、ご了承願います。 

 （日程第１） 

○議長（河野 司君） 日程第１、議席の一部変更を行います。 

 所属会派の異動等に伴い、会議規則第４条第３項の規定によって、議席の一部変更をい

たします。 

 変更後の議席は、配付済みの議席表のとおりです。 

 暫時休憩いたします。 
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            （午前９時０１分 休憩） 

            （午前９時０２分 再開） 

○議長（河野 司君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 （日程第２） 

○議長（河野 司君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により第１番、北村五十鈴議員、第２番、

稲垣誠亮議員を指名いたします。 

 （日程第３） 

○議長（河野 司君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１８日までの２２日間にいたしたいと思います。こ

れにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（河野 司君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から１２月１８日ま

での２２日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、配付済みの会期日程のとおりですので、ご了

承いただきます。 

 （日程第４） 

○議長（河野 司君） 日程第４、議第８２号専決処分につき承認を求めることについて

（平成２６年度野洲市一般会計補正予算（第３号））を議題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（山仲善彰君） 議員の皆さん、おはようございます。 

 本日ここに、平成２６年第６回野洲市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆

様方には、全員ご出席を賜り厚くお礼申し上げます。 

 それでは、今議会に提案いたします議案につきまして、ご説明申し上げます。 

 本定例会におきましては、議案として、専決処分につき承認を求めることが１件、平成

２６年度補正予算７件、条例の制定・改廃８件、指定管理者の指定１７件、その他３件の

合計３６件につきまして、ご審議をお願いするものです。どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 



 －6－ 

 それでは、議第８２号専決処分につき承認を求めることについてご説明申し上げます。 

 平成２６年度一般会計補正予算（第３号）につきましては、２，２７７万４，０００円

を追加いたしました。 

 内容といたしましては、第４７回衆議院議員総選挙及び第２３回最高裁判所裁判官国民

審査に要する経費を追加したものです。どうぞご審議賜りますようお願いいたします。 

○議長（河野 司君） これより、ただいま議題となっております議第８２号について質

疑を行います。 

 ご質疑はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（河野 司君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議第８２号については、会議規則第３９条第３項の規定

により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（河野 司君） ご異議なしと認めます。よって、議第８２号については委員会付

託を省略することに決しました。 

 次に、議第８２号について、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（河野 司君） 討論がないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議第８２号専決処分につき承認を求めることについて（平成２６年度野洲市一般会計補

正予算（第３号））は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（河野 司君） ご着席願います。 

 起立全員であります。よって、議第８２号は原案のとおり承認されました。 

 （日程第５） 

○議長（河野 司君） 日程第５、議第８３号から議第１１７号まで、平成２６年度野洲

市一般会計補正予算（第４号）他３４件を一括議題といたします。 
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 事務局長が議案を朗読いたします。 

 事務局長。 

○事務局長（佐敷政紀君） おはようございます。朗読いたします。 

 議第８３号平成２６年度野洲市一般会計補正予算（第４号）他補正予算６件、議第９０

号野洲市債権管理条例他条例の制定及び改廃７件、議第９８号指定管理者の指定につき議

決を求めることについて（比江老人憩の家）他指定管理者の指定関係１６件、議第１１５

号財産の譲与について他その他の案件２件。 

 以上でございます。 

○議長（河野 司君） 議案の朗読が終わりましたので、市長の提案理由の説明を求めま

す。 

 市長。 

○市長（山仲善彰君） それでは、議第８３号から議第８９号までの平成２６年度一般会

計補正予算及び各特別会計補正予算について、概要をご説明申し上げます。 

 議第８３号一般会計補正予算（第４号）につきましては、１億３，１９４万円を増額す

るものです。 

 主な内容といたしましては、歳出では、総務費の市民活動支援センター費で、本市職員

が市民活動情報紙の作成にあたり、他者の著作物であるイラストを無断使用したことに関

する損害賠償に関して合意に達したことから２８万５，０００円を計上するものです。 

 また、住民情報システム費では、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度の

開始に要するシステム整備の経費等を追加するものです。 

 民生費では、コミュニティーバス運行費について、来年度より三上コースにおきまして、

利便性の向上を図るためバス停留所の増設を行うことから、その準備に要する費用を追加

などするものです。 

 また、児童福祉費においては、児童遊園維持管理費に関しまして、大篠原鎮守の森広場

外周フェンス改修工事費に不足が見込まれることから追加するものです。 

 衛生費では、クリーンセンターの焼却施設の１号炉及び２号炉の配管設備や計装設備等

に、損傷による不具合箇所があることから、新クリーンセンター整備までの間、基準に適

合した安定稼働を図るため修繕工事費用３，０００万円を追加するものです。 

 農林水産業費では、本市の農業振興計画に位置づけております基幹作物である米作の担

い手育成に関しまして、本年の約２５％の異常な米価下落の状況からしますと、この事態
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を放置すれば営農意欲の後退、ひいては離農へと深刻な事態を招くおそれがあると判断し、

窮状を緩和し、営農意欲の喚起を図るため、補助金を臨時措置ではありますけれども新た

に計上いたしまして、担い手農家への支援策を講じるものです。 

 土木費では、現在進めております野洲駅北口広場整備事業におきまして計画しておりま

す歩道橋へのエスカレーター設計につきまして、関連法令及び基準を遵守しておおむね終

了したところでありますが、高低差が約７メートルあるため、安全性の一層の向上を図る

必要があることから、現設計を修正する設計費用９２０万５，０００円を新たに計上する

ものです。 

 なお、修正設計を実施することにより、事業全体の若干の遅延が生じることとなります。 

 消防費では、総合防災センターの整備において、必要であった隣接農道の整備に係る土

地交換事務が不適正であったことから、事務受託者への損害賠償補償金等としまして７７

万１，０００円を新たに計上するものです。 

 教育費では、中主小学校新館の天井材の落下防止対策に要する費用を追加する他、幼稚

園施設やその他の施設におきまして施設修繕費等を計上するものです。 

 公債費では、既に発行しております市債の利率見直しによりまして、長期債元金に不足

を生じることから追加し、長期債利子を減じる組み替えを計上したものです。 

 その他、人事院勧告に基づく職員給与費等の改正や人事異動等に伴う人件費の所要の補

正を計上したものです。 

 一方、歳入につきましては、国庫支出金及び県支出金の交付決定等に伴う調整の他、財

産貸付収入の減額や財政調整基金繰入金の増額などを計上したものです。 

 また、地方債の補正につきましては、野洲駅周辺都市基盤整備事業費の補正に伴い、合

併特例債を変更したものです。 

 次に、議第８４号平成２６年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につきま

しては、１億３，５１１万３，０００円を増額するものです。 

 主な内容といたしましては、保険給付費の見込みから所定の追加を行い、保健事業費で

は特定健康診査等事業の糖尿病重症化予防指導事業において、利用見込み者増による増額

等を行い、その他人件費など、所要の補正を計上いたしております。 

 次に、議第８５号平成２６年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につきまし

ては、８１万１，０００円を減額するものです。 

 今回の補正は、職員給与費の調整のみです。 
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 次に、議第８６号平成２６年度介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につきまして

は、４１３万６，０００円を増額するものです。 

 主な内容といたしましては、介護保険法の改正に伴います介護保険システムの改修経費

の新たな追加と職員給与費の補正等を計上いたしております。 

 次に、議第８７号平成２６年度下水道事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、

８３６万３，０００円を増額するものです。 

 主な内容といたしましては、下水道施設を適正に維持管理すべく迅速に対応した修繕が

かさみ、今後の維持管理に要する費用の不足が見込まれることから追加計上するとともに、

その他職員給与費等の補正を計上いたしております。 

 次に、議第８８号平成２６年度工業団地等整備事業特別会計補正予算（第１号）につき

ましては、３５１万６，０００円を減額するものです。 

 今回の補正は、当初予定しておりました地域開発事業借換債の借入利息が確定したこと

を受けまして、償還利子を減額するものです。 

 また、その財源となる地域開発事業債借換債を減額するものです。 

 次に、議第８９号平成２６年度水道事業会計補正予算（第２号）につきましては、水源

地施設修繕に要する費用の追加と、収益的支出及び資本的支出で職員給与費関係の補正を

行うものです。 

 続いて、議第９０号野洲市債権管理条例についてご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、本市の債権を効率的かつ効果的に管理するため、滞納債権の一

元管理体制を構築すること及び滞納者に対する納付指導を通じて生活困窮が滞納の原因と

なっている場合には、生活再建支援をあわせて積極的に推進するものです。 

 条例の主な内容は、非強制徴収公債権及び市が有する私債権について、債務者が著しい

生活困窮状態にあり、これを履行させることが著しく困難または不適当であると認めると

きは徴収停止できる点、私債権について消滅時効に係る時効期間が経過したときなどには

債権放棄ができる点などであります。 

 なお、本条例は平成２７年４月１日から施行するものです。 

 議第９１号野洲市風致地区内における建築等の規制に関する条例についてご説明申し上

げます。 

 本議案につきましては、現在、三上風致地区内の規制・誘導を県条例に基づいて行って

いるところですが、県条例が平成２７年４月１日で失効することから、これ以降も継続し
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て適正に保全を図るため、市において条例を制定するものです。 

 現在適正に保全されていることから、基本的には県条例を踏襲した内容となりますが、

具体的には、風致地区内での建築物の新築や宅地の造成などの一定行為に市長の許可を必

要とし、行為内容により許可を要しない行為、市長への協議、通知が必要となる行為など

を定めるものです。 

 なお、本条例は、平成２７年４月１日から施行するものです。 

 議第９２号野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例等の一部を改正する条例について

ご説明申し上げます。 

 本議案は、本年１０月に閣議決定された人事院勧告について、その趣旨を踏まえ期末手

当の引き上げを行うものです。 

 内容といたしましては、今年度の支給分として１２月支給の期末手当を０．１５月追加

の１．７月に改正するもの、及び次年度以降の期別ごとの支給月数を調整するものです。 

 なお、本条例は、公布の日から施行し、次年度以降適用分の規定については、平成２７

年４月１日から施行するものです。 

 議第９３号野洲市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上

げます。 

 本議案につきましては、官民給与の格差０．２７％を是正するために俸給月額及び通勤

手当の引き上げ、期末勤勉手当０．１５月分の引き上げなどを行おうとする人事院勧告に

基づき、本市職員の給与改定を行うものです。 

 なお、本条例は、公布の日から施行し、次年度以降適用分の規定については、平成２７

年４月１日から施行するものです。 

 議第９４号野洲市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正

する条例についてご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、上下水道お客様センターに委託しております公金の収納業務、

並びに総合体育館及び中主Ｂ＆Ｇ海洋センターにおけるスイミング教室の運営及び設備管

理業務について、長期継続契約とすることで事務の合理化・効率化につながるとともに、

複数年の設定により経費の削減も期待できることから、条例の一部を改正するものです。 

 なお、本条例は、平成２７年４月１日から施行するものです。 

 議第９５号野洲市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、国民健康保険の被保険者の出産に際して給付される出産育児一
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時金の額について、健康保険法施行令の引上げを受け、改正を行うものです。 

 なお、本条例は、平成２７年１月１日から施行するものです。 

 議第９６号野洲市地域ふれあい公園条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げ

ます。 

 本議案につきましては、冨波乙の宅地開発行為に伴い、帰属を受けた公園を野洲市地域

ふれあい公園とするため改正を行うものです。 

 なお、本条例は、公布の日から施行するものです。 

 議第９７号野洲市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてご説明申

し上げます。 

 本議案につきましては、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成

支援対策推進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係法令の整備に関する政令

の公布に伴い、野洲市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するものです。 

 なお、本条例は、公布の日から施行し、平成２６年１２月１日から適用するものです。 

 議第９８号から議第１１４号までの指定管理者の指定につき議決を求めることについて

一括してご説明申し上げます。 

 これらの議案につきましては、平成２７年３月３１日を期限として、それぞれ指定管理

の指定を行ってきましたが、引き続き指定するにあたり、地方自治法第２４４条の２第６

項の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

 なお、議第１０９号の北比江農機具保管庫及び北比江共同作業所並びに議第１１１号の

野洲市大型共同作業所は、同和対策事業による施設であり、同和対策事業の一般施策化に

合わせ、指定期間を平成２８年３月３１日までの１年間とするものです。 

 それ以外の施設につきましては、全て平成３２年３月３１日までの５年間の指定期間と

するものですが、老人憩の家については、建築経緯や利用状況を踏まえ、この期間中に指

定管理制度の適用について検討を加えるものとしております。 

 議第１１５号財産の譲与についてご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、社会福祉法人びわこ学園移転整備事業に伴う関西電力株式会社

の鉄塔敷地内の市有地を無償譲渡することについて、地方自治法第９６条第１項第６号の

規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

 議第１１６号字の区域及び名称の変更についてご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、市三宅地先において公共施設の整備と宅地の利用増進を図り、
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環境良好な市街地を整備することを目的に、大津湖南都市計画市三宅東部土地区画整理事

業を実施した結果、小字の区域に変更が生じたため、地方自治法第２６０条第１項の規定

に基づき、議会の議決を求めるものです。 

 議第１１７号市道路線の認定及び廃止についてご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、冨波乙地先の開発行為に伴い帰属を受けた公衆用道路４路線、

及び開発行為により既設市道の延長が変わる１路線を新たに市道認定するものです。 

 なお、既設市道の延長が変わる１路線については、終点が変わることから、既設市道を

一旦廃止するものです。 

 これらについて、道路法第８条第２項及び第１０条第３項の規定に基づき、議会の議決

を求めるものです。 

 以上、提案の説明とさせていただきます。ご審議、ご採決よろしくお願いいたします。 

○議長（河野 司君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明１１月２８日から１２月３日までの６日間は、議案調査のため休会といたしたいと思

います。これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（河野 司君） ご異議なしと認めます。よって、明１１月２８日から１２月３日

までの６日間は休会することに決定いたしました。 

 なお、念のため申し上げます。来る１２月４日は午前９時から本会議を再開し、議案質

疑及び一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。ご苦労さんでした。（午前９時２３分 散会） 
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